
(別記）

議第155号及び議第174号に対する付帯決議

新工業高校開設に当たり契約した借地の借地料については,過去の経過があるとはい

え,京都市が基準とする固定資産税評価額から算定する場合と比べても約3倍とかなり

の高額であり，問題がある。

ついては，当該土地の適正価格での購入の検討あるいは賃貸借契約を更新する場合，

他の借地の借地料との公平性の観点から，適切な借地料となるよう見直しを行うこと。

また，京都市が土地等を借り受ける際にあっては，新たな契約はもちろんのこと，既

存の契約についても，借地料に関する明確な基準を作成するなど，第三者から見て透明

性のある契約となるよう取り組むこと。




